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いて 

日程第 8  報告第６号 令和５年度一般社団法人南阿蘇村農業みらい公社経営状

況について 
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日程第 10  議案第 49号 令和６年度南阿蘇村一般会計補正予算（第２号）につい

て 

日程第 11  議案第 50号 財産の処分について 

日程第 12  議案第 51号 工事請負契約の締結について 

（阿蘇立野ダム仮設備ヤード拠点施設新築工事） 

日程第 13  議案第 52号 工事請負契約の締結について 

（南阿蘇中学校第 1屋内運動場トイレ及び照明器具ＬＥＤ

化改修工事） 

閉会宣言   

  

２．出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 １番  辰 巳 和 美     ８番  丸 野 健一郎  

 ２番  岡   智 則     ９番  桐 原 純 男  

 ３番  坂 田 正 也       １０番  工 藤 保 雄  

４番  河 内 克 也    １１番  笠 野 眞 喜  

５番  市 原 恵 一    １２番  橋 本   功  

 ６番  今 村 輝 宏    １３番  後 藤 征 昭  

 ７番  今 村 竜 喜    １４番  山 室 昭 憲  

  

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職・氏名 

村 長   吉 良 清 一  

副 村 長   児 玉 みどり  

教 育 長   今 村 了 介  



総 務 課 長   藤 本 哲 章  

企画観光課長   野 口 幸 広  

教育委員会事務局長   古 澤 太 介  

建 設 課 長    笠  功 祐  

会 計 課 長   下 田 朱 美  

健康推進課長   園 田 秀 也  

農 政 課 長   今 村 洋 一  

住民福祉課長   高 宮 喜美男  

税 務 課 長       片 島 弘 幸  

水・環境課長      今 村 隆 博  

定住促進課長   梅 田 雄 治  

子育て支援課長     吉 弘 泰 彦  

 

５．職務のため会議に出席した者の職・氏名 

議会事務局長   桐 原  恵   

議会事務局主幹   長 野 純 哉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開会 午前１０時００分 

―――――――〇――――――― 

〇山室昭憲議長 おはようございます。定足数を満たしておりますので、ただいま

から、令和６年第２回南阿蘇村議会臨時会を開会いたします。一同、その場に御

起立をお願いします。 

礼。 

おはようございます。御着席お願いします。会議を始める前に議長からお願いを

申し上げます。マスクの着用については、個人の判断に委ねます。発言される場

合は、マスクを外し、マイクを使って、御発言をお願いいたします。会議中の携

帯電話につきましては、音がならないように御配慮をお願いいたします。これよ

り本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇山室昭憲議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録

署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、２番、岡智則議員、３番坂田正

也議員を指名いたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定について 

○山室昭憲議長 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。お諮りしま

す。本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日、１日限り

と決定をいたしました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第３ 諸般の報告 

○山室昭憲議長 日程第３、諸般の報告、閉会中の議員辞職許可についての御報告

をいたします。６番、今村輝宏議員から一身上の都合により、６月２７日をもっ

て議員を辞職したい旨の願いが提出されましたので、地方自治法第１２６条の規

定におきまして、同日付で、６月２８日にこれを許可しております。よって、会

議規則第９９条により、御報告をいたします。なお、阿蘇広域行政事務組合議員

も辞職となっておりますことを申し添えておきます。また、閉会中に、議会広報

特別委員会委員長、副委員長の選任が行われ、その結果は、タブレットに配付の

とおりです。日程第４、はい、辰巳議員。 

○１番 辰巳和美 １番辰巳です。今の件で関連の緊急質問のお願いが、お願いを

します。 

 

〇山室昭憲議長 質問ですか。 



○１番 辰巳和美 緊急発言の許可をお願いいたします。 

〇山室昭憲議長 はい。 

○１番 辰巳和美 はい、今の今村議員の辞職に関して関係の発言を許可を頂きま

したので、発言をいたします。今回議員になって初めてのことが多く、戸惑って

おります。先日、総務産業常任委員会で、新聞報道の件について、閉会中、審査

が調査が行われたと聞いております。総務産業常任委員長に調査内容及び結果に

ついて、お聞きしたいと思います。 

○山室昭憲議長 ただいまの質疑は、議題外でありますので、諸般の報告に対する

質疑は、議長にしかできません。御了承お願いいたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第４、選挙第１号、阿蘇広域行政事務組合議会議員の補欠選挙につい    

             て 

○山室昭憲議長 日程第４、選挙第１号、阿蘇広域行政事務組合議会議員の補欠選

挙についてを行います。お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１

１８条第２項の規定によって、指名推選にしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行う

ことに決定をいたしました。お諮りします。指名の方法については、議長が指名す

ることにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定を

いたしました。それでは、阿蘇広域行政事務組合議会議員に、４番河内克也議員

を指名いたします。お諮りします。ただいま、議長が指名しました。河内議員を

阿蘇広域行政事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 異議なしと認めます。したがってただいま指名いたしました河内

克也議員が阿蘇広域行政事務組合議会議員に当選をされました。ただいま当選さ

れました河内克也議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項の規定

により、当選の告示をいたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第 5  提案理由の説明  

日程第 6  報告第４号 専決処分事項の報告について 

日程第 13  議案第 52 号 "工事請負契約の締結について 

（南阿蘇中学校第 1屋内運動場トイレ及び照明器具ＬＥＤ化改 

修工事）" 

○山室昭憲議長 日程第５、提案理由の説明、日程第６、報告第４号専決処分事項



の報告についてから、日程第１３、議案第５２号、工事請負契約の締結南阿蘇中

学校第１屋内運動場トイレ及び照明器具ＬＥＤ改修工事までを一括して議題と

いたします。それでは、提案理由の説明を村長に求めます。村長。暫時休憩いた

します。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

午前１０時６分 休憩 

午前１０時１０ 再開 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○山室昭憲議長 再開いたします。吉良村長。 

○吉良清一村長 おはようございます。本日の臨時議会御苦労さまです。梅雨も後

半になりました。このまま、被害のないように願っております。それから先ほど

辰巳議員からの提案もありましたけれども、情報提供につきましては、この後行

われます全協で、説明させていただければというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。それでは本日議案としまして本臨時会に上程しており

ますのは、専決処分の報告が１件、村出資法人の経営状況報告が３件、令和６年

度補正予算が１件、財産の処分が１件、工事請負契約の変更が２件、以上８件と

なっております。御審議頂き議決を頂きますようお願い申し上げます。それでは、

各議案について御説明申し上げます。まず、報告第４号、専決処分事項の報告に

ついてであります。本議案は、地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害

賠償の額を定め和解することについて、令和６年６月２０日に専決処分をしまし

たので、同条第２項の規定により報告するものであります。本案件は、令和６年

５月２６日に発生した事故に関し、速やかに損害賠償金を支払う必要があったこ

とから、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分による対応とさせ

ていただきました。なお、本村が負う損害賠償額の全額に災害保険が適用される

こととなっております。事件の概要などは記載のとおりでございます。次は報告

第５号、令和５年度、株式会社あそ望の郷みなみあそ経営状況についてから、報

告第７号、令和５年度、南阿蘇鉄道株式会社経営状況についてであります。本件

は、村出資法人の経営状況把握のため、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

により、地方自治法施行令１７３条に定める書類の提出が当該法人からありまし

たので、議会に報告するものであります。なお、本件につきましては、私の提案

理由説明の後に、農政課長並びに、企画観光課長より説明を行いますので、よろ

しくお願いいたします。次は、補正予算です。議案第４９号、令和６年度南阿蘇

村一般、一般会計補正予算第２号についてであります。今回の補正予算は、歳入

歳出それぞれ２億４３１万９,０００円を増額し、総額を１１１億７,０４７万５,

０００円とする補正予算であります。歳入補正内容につきましては、物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金として、低所得者支援等給付金事業の追加、及び

定額減税補足給付金事業により、国庫支出金を１億２,２９１万９,０００円の増



額、同じく国庫支出金として、特別体験事業実施業務委託事業により３,１４０

万円また、村、村有地にある、旧日の出観光が運営していた和風旅館、花紅葉を

事業継承している合同会社アクエリアスへ５,０００万円で事業用地として売却

する、財産収入を計上しております。主な歳出の補正内容につきましては、総務

費では、上五島２０周年記念式典の旅費等の経費を１２７万８,０００円。花紅

葉事業用地の測量登記業務として７０万１,０００円、同じく花紅葉事業用地売

却に係る入会権補償費として、７割の３,５００万円を計上しております。民生

費では、低所得者支援等給付金事業の追加予算としまして１,９５０万円、また、

定額減税し切れない納税義務者への補足給付事業として９,８９１万９,０００

円、合わせて１億１,８４１万９,０００円の増額、同じく民生費の住民税非課税

及び均等割のみ課税世帯の１８歳以下の児童への給付金事業４５０万円を追加、

観光費では特別体験事業実施業務委託としまして３,１４０万円を計上しており

ます。次に、議案第５０号財産の処分についてであります。本議案は、入会権を

有する村有地の売却につきまして、旧日出観光が運営していた和風旅館花紅葉を

事業継承している合同会社アクエリアスにより事業用地として買受けの申出並

びに入会権者、入会権者からの譲渡手続の要望書により、随意契約、随意契約に

よる処分を決定しましたので、南阿蘇村議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。処分の金額、相手方などは記載のとおりです。次からは、契約案件です。

議案第５１号、工事、工事請負契約の締結についてであります。本議案は、阿蘇

立野ダム仮設備ヤード拠点施設新築工事の工事請負契約の締結についてであり、

予定価格５,０００万円以上の工事請負契約の締結となることから、南阿蘇村議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定

に基づき提出するものであります。工事の概要につきましては、立野ダム建設工

事、仮設、仮設備ヤード跡地に観光拠点施設を新築するものであります。契約の

金額及び契約の相手方などは記載のとおりでございます。最後に、議案第５２号

工事請負契約の締結についてであります。本議案は、南阿蘇中学校第１屋内運動

場トイレ、及び照明器具ＬＥＤ化改修工事の工事請負契約の締結についてであり、

予定価格５,０００万以上の工事請負契約の締結となることから、南阿蘇議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基

づき提出するものでございます。工事の概要につきましては、施設のトイレを和

式から洋式便器に変更し、蛍光灯照明器具をＬＥＤ照明に取り替えるものであり

ます。契約の金額及び契約の相手方などは記載のとおりでございます。以上が提

案理由の説明であります。御理解を頂き、議決頂きますようよろしくお願い申し

上げます。 

○山室昭憲議長 以上で、提案理由の説明を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 



  日程第６ 報告第４号専決処分事項の報告について 

○山室昭憲議長 日程第６、報告第４号、専決処分事項の報告について質疑はあり

ませんか。ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 質疑なしと認めます。これで、報告第４号についてを終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第 7  報告第５号 令和５年度株式会社あそ望の郷みなみあそ経営状況

について 

日程第 8  報告第６号 令和５年度一般社団法人南阿蘇村農業みらい公社経

営状況について 

○山室昭憲議長 日程第７、報告第５号、令和５年度株式会社あそ望の郷南阿蘇経

営状況について、及び日程第８、報告第６号、令和５年度一般社団法人南阿蘇村

農業みらい公社経営状況についての説明を執行部に求めます。今村課長。 

○今村洋一農政課長 おはようございます。農政課の今村です。報告第５号の株式

会社あそ望の郷南阿蘇の経営状況について説明させていただきます。資料は議案

書に添付しております会社の決算報告書となります。それでは、まず、３ページ

をお開きください。この表は、令和６年３月３１日時点の財政状況を表す貸借対

照表となっておりまして、１番下の行になりますが、左欄資産の部と右欄の負債、

純資産の部の合計はともに、４億２,３９１万４２０円であり、右欄の下から３

行目、繰越し利益余剰金は１億３９８万９,０６１円とプラスとなっております。

次に、４ページをお開きください。この表は、会社の１年間の経営状況を表す損

益計算書の当期と前期を比較したものでして、１行目の当期売上高は、１０億６,

９３８万９,０００円。対前年３,５０４万２,０００円増となりました。増収の

要因は、フラワープロジェクト実施や各種媒体でのランキング１位などの効果に

より、来客数の増加と販売促進効果による経営対策等により、前年対比１０３.

４％まで伸ばしての決算となっております。また、経費のほうは、売上げ増に伴

い、７行目になります。仕入れ高は５億６,５１７万５,０００円。対前年３,９

６６万円増となっており、一般管理、一般管理費及び、申し訳ありません。販売

管理費及び一般管理費では、右側５ページの１番下になりますが、５億１,７７

０万１,０００円、対前年１,８０１万８,０００円減となっております。結果と

して、当期純利益は４ページの１番下になりますが、３６７万８,０００円、対

前年１８９万２,０００円増の黒字決算となりました。次に、６ページをお開き

ください。この表は、ただいまの会社全体の損益計算書を施設ごとに分けたもの

となっています。総務経費を分配した合計利益を御覧頂きますと、指定管理料の

有無はありますが、味わい館、赤牛の館は黒字決算となり、当期も特にあじわい

館が会社の経営を大きく支えているのを見ることができます。その他は御覧のと

おりですので、次のページからの売上げと利用実績について報告させていただき



ます。それでは、７ページを御覧ください。緑の部分になります。まず、パーク

ゴルフ場久木野ですが、当期の売上高合計は８１０万円で、前年比９５.８％、

利用者数は１万２,９６３人で、前年比９１.８％となっております。夏季期間の

気温上昇の影響を受け、夏季期間は売上げ、利用者ともに減少し、下半期でも、

２月の天候不順の影響を受け、予定していた大会を３件中止したため、中止した

ため、売上げを伸ばすことができず、減収となっております。次に、パークゴル

フ場長陽の売上高合計は１,１０６万２,０００円で前年比８４.１％、利用者は

２万１５１人で前年比８６.７％となっております。パークゴルフ場において、

パークゴルフにおいても愛好者の高齢化が進んでおり、客数減、また、肥料、薬

剤、原材料費の高騰などが、営業利益減少の要因となっており、減収となってお

ります。次に、あじわい館の売上高につきましては、合計５億７,６６６万４,０

００円で前年比１０６.８％、利用者数は３５万３,４８０人で前年比１０９.

２％と昨年を上回っております。フラワープロジェクトの実施や各種媒体でのラ

ンキング１などの効果により来場者増加と販売促進に取組、増収となっておりま

す。次に、８ページをお開きください。赤牛の館の売上げにつきましては、合計

１億７,７５６万円で前年比１０５.７％、利用者数は１万６,７３２人で前年比

９５％と、こちらも昨年を上回っております。こちらは以前から要望があったク

レジット決済を１０月、１１月に取り入れたことで、利便性を向上、生肉販売に

おいてはキッチンカーによる牛串販売の売上げ目標を達成するとともに、時間外、

営業時間外でも非接触で購入できるよう、冷凍自販機を設置、また、販売等の外

販またネット販売等の外販効果によるものとなっております。次に、そば道場の

売上高につきましては、合計１億２４３万１,０００円で、前年比１０８.６％、

利用者は３万９,６１１人で前年比１１７.３％となっております。こちらはコロ

ナ規制も緩和され、食事部門体験部分の来客数増加による増収となっております。

次に、自然庵の売上高につきましては、合計６,９０６万円で前年比１２０.２％、

利用者は３万３,８９８人で前年比１１６.３％となっており、こちらもコロナ規

制が緩和され、国内外のツアー客も徐々に回復してきております。次に、９ペー

ジを御覧ください。水加工場の売上高につきましては、合計６,１６４万８,００

０円で前年比１１９.９％となっておりまして、５００ミリリットルのペットボ

トル製品の受注が、受注が増加しており、宿泊観光業からの取引数量が増えたの

が要因となっております。次の次に、瑠璃の売上高につきましては、合計９,４

３８万７,０００円で前年比１２１.９％、利用者数は１８万６,８０３人で、前

年比１０９.５％となっておりまして、来場客、来場者増と４月に料金を料金改

定を行ったこと等が要因となっております。次に１１ページをお開きください。

この表は、令和５年度末現在における施設ごとの従業員数を記載したものであり

まして、全体合計欄のとおり、正社員が男女合わせて６１人、契約社員が１２人、

嘱託職員が０人。短時間パートとアルバイトが３１人、合計１０４人となってい



ます。昨年度末からしますと、従業員が男女合わせて１１人減となっております。

最後に、令和６年度の収支計画について御報告いたします。１２ページを御覧く

ださい。この表は、施設ごとの収支計画となっております。令和６年度の収支に

つきましては、４施設の運営が指定管理者から外れることから、売上げ計画費は

５０.９％とし、経費節減と安心安全の徹底を図り、前期に引き続き、新たな外

販促進新規メニューの開発、各種プランの拡充を図ることで、収支計画は０円と

なり、赤字収支の解消に努めます。なお、令和６年度における会社の運営は４施

設となっています。施設ごとに施設ごとに説明しますと、まず、パークゴルフ場

久木野ですが、健康増進憩いの場としての施設を目指し、徹底したコース管理と

公園管理及び新規利用者の獲得を図り計画比、１１４.３％、売上高で１,２００

枚、１,２００万円を目指しております。あじわい館は、お客様と生産者をつな

ぐ施設としての約役割を担い、利用者の利用満足を高めることを基本方針とし、

きれいな道の駅を目指す清掃活動に努めるとともに、産直品の外販強化、食事フ

ェア、食事メニューの開発、必要に応じて価格の見直し、見直しなどを図り計画

比５２％、売上高で２億８,０００万円、こちらにつきましては、物産館の野菜

等の売上げがインボイス対応のため、手数料、手数料のみの計上となっておるこ

とによるものです。赤牛の館は付加価値をつけた店頭、店頭販売の促進や新メニ

ューの導入、ネット販売の強化を図り計画比、１１２.６％、売上高で２億円、

そば道場は季節ごとに旬の食材を使った新メニュー開発及び原価の見直し、団体

客の誘致、新規顧客の開拓を図ることで計画比、８７.８％、売上高で９,０００

万円を目指しております。以上が各施設の売上げ見込みとなっております。本年

度もフロア、フラワープロジェクト実施や各種媒体でのＰＲによる、集客増を目

指し、会社全体、会社全体で売上高の計画比５０.９％、当期純利益は０円とな

り、赤字収支の解消に努めてまいりますが、さらなる黒字化に向けた経営努力を

続ける続けるよう、引き続き指導してまいります。以上で、株式会社あそ望の郷

南阿蘇の経営状況、経営状況についての報告を終わります。続きまして、報告第

６号の一般社団法人南阿蘇村農業みらい公社の経営状況について説明させてい

ただきます。資料は議案書に添付しております会社の決算報告書となります。そ

れではまず３ページをお開きください。この表は会社の令和６年３月３１日時点

の財政状況を表す貸借対照表となっておりまして、１番下の行になりますが、左

欄の資産の部と右欄の負債、純資産の部の合計はともに６,０５３万５,０４８円

であり、右欄の下から３行目、繰越し利益余剰金は１,５０４万３,８０９円とプ

ラスとなっております。次に、４ページをお開きください。この表は、会社の１

年間の経営状況を表す損益を損益計算書でして、１行目の、当期売上高は４,０

６１万６,８２１円で、ほぼ平年並みとなりました。売上げだけの、売上高の主

な内訳は、そばや米など農産物の販売及びそばの刈取りや乾燥調製の作業受託料

になります。続きまして、売上げ原価ですが、この中の機種、期末ともに、商品



棚卸高はいずれもほぼ玄そばの棚卸高になります。仕入れ高３,０６５万９,４１

６円の内訳は、２,７６２万３,７８３円がそばの仕入れ額で、ほぼそばの仕入れ

に係るものです。当期製品製造原価は１,７３４万４,８６１円で、昨年に比較し

て、１,０００万ほど増加しました。内訳は、６ページを御覧ください。製造原

価が増加した要因は、そばのオペレーター増員などにより、賃金が３００万円ほ

ど増加したこと。機械導入に伴い、減価償却費が２００万円ほど増加したこと。

そばコンバインの老朽化に伴い、修繕費が、失礼しました。１６０万円ほど増加

したこと。公社の栽培品目や面積の増加に伴い、資材費が１００万円ほど増加し

たことなどによります。４ページに戻りまして、その結果、売上げ総利益は、マ

イナス６１４万１,０６８円。販売費及び一般管理費が９６５万４,５０２円で、

今期の営業利益はマイナス１,５７９万５,５７０円となりました。営業外収益で

は、雑収入が３,３２７万７,９１２円となっておりますが、その主な内訳は、農

業機械導入に伴う産地生産基盤パワーアップ事業の補助金が国と村を合わせて

２,６６１万４,２８０円。中山間地域所得確保推進事業補助金が５００万円。国

の有機農業産地づくり補助金が１３７万９,７１６円などとなっております。雑

損失６,４８２円は、前期損失修正に伴う損金となります。結果と結果として、

失礼しました。結果として、当期純利益は１,３６２万５,１２３円の黒字決算と

なりました。次に、７ページをお開きください。この表は、ただいまただいまの

解消全体の損益計算書をそば部門とそれ以外に分けたものとなっております。そ

ばの作業受託販売に関しては４００万円弱と４００万円弱の黒字となりました

が、農地仲介研修等で７２７万円、管理費で８５２万円のマイナスとなりました。

管理費は、営業外収益の項目に雑収入を記載していますが、営業利益には、営業

外収益を含めないため、営業利益の計算には含めておりません。最後に、令和６

年度の収支計画につきまして御報告頂き、御報告いたします。８ページを御覧く

ださい。この表は、そば部門とそば以外の収支計画となっております。そば部分

に関しましては、売上高が３００万円ほど増加し、一方で、仕入れ高が２００万、

２４０万ほど増加し、燃料代も増加することなどにより、営業利益は２７１万５,

４１４円を見込んでいます。農地仲介研修等は、等では、作業受託収入の増加や

農業産物販売の増加を見込んで３３万円ほどのマイナス、管理費については、前

期は補助事業で支出していた５００万円が、今期は、今期はなくなることや支出

の見直しを進めることで２３６万８,０００円のマイナスとなり、事業全体の営

業利益としては２万４,７３８円を見込んでいます。以上が令和６年度の収支見

込みとなっております。本年度も南阿蘇産そばのブランド化による生産者の手取

り価格上昇を図るとともに、新規就農プロジェクトの地域おこし協力隊の募集を

継続して、土地利用型農業を中心とした担い手の育成を進めてまいります。あわ

せて、会社全体で黒字経営が続けられるよう、引き続き指導してまいります。以

上で、一般社団法人南阿蘇村農業みらい公社の経営状況の経営状況についての報



告を終わります。 

○山室昭憲議長 まず、報告第５号、令和５年度株式会社あそ望の郷南阿蘇経営状

況についての質疑はありませんか。ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 終わります。次に、報告第６号、令和５年度一般社団法人南阿蘇

村農業みらい公社経営状況についての質疑はありませんか。ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 質疑なしと認めます。これで、報告第６号についてを終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第９ 報告第７号 令和５年度南阿蘇鉄道株式会社経営状況について 

○山室昭憲議長 日程第９、報告第７号、令和５年度南阿蘇鉄道株式会社経営状況

についての説明を執行部に求めます。野口課長。 

○野口幸広企画観光課長 おはようございます。企画、企画観光課の野口です。そ

れそれでは令和５年度南阿蘇、南阿蘇鉄道株式会社の経営状況の報告をさせてい

ただきます。資料はタブレットに添付しております。それではまず１ページを御

覧ください。この表は、会社の令和６年３月３１日時点の財政状況を表す貸借対

照表となっております。１番下の行になりますが、左欄の資産の部と右欄の負債、

純資産の部の合計はともに、５億７,６３９万７,７２０円であり、右欄の純資産

の部、資産の部の繰越し利益剰余金は５,０３５万３,１９８円とプラスになって

おります。次に、２ページをお開きください。この表は会社の１年間の経営状況

を表す損益計算書です。鉄道事業、営業収益は１億９８９万４,００８円。旅行

業収益が１０１万２,８６８円、雑益等の営業外収益が５,２４７万１,２２８円

を加算した収入合計が１億６,３３７万８,１０４円です。鉄鉄道事業営業費用が

１億２,０３５万７,０２７円。旅行業費用が１０万３００円。営業外雑費が２,

４０３万１８５円、これら費用合計が、１億４,４４８万７,５２０、７,５１２

円。これら収支による令和５年度の営業損益は、１,８８９万５９２円となりま

す。特別利益として補助金、７億６,９０９万９,２３８円。特別損失として固定

資産圧縮損が７億５,９２６万２,７４１円。固定資産除却損が６４円を計上。以

上により、税引き前、当期利益が２,８７２万７,０２５円。これら、登記法人税

等は７９９万３,９００円を減算した結果、当期利益は、２,０７３万３,１２５

円の黒字となっております。次に３ページをお開きください。この表は株、株主

資本等の変動計算書です。令和５年４月１日時点の純資産合計額は、１億２,９

６２万７３円でした。当期純利益額が、２,０００、２,０７３万３,１２５円だ

ったため、当期末残高は１億５,０００、１億５,０３５万３,１９８円となりま

した。次に４ページをお開きください。参考資料として平成２６年から令和５年

度の輸送状況を載せております。令和５年度の輸送人員は、前年度を８万１,５

８７人に対し、令和５年度は、２０万１,９７５人となり、１２万４４８人の増



となりました。最後に５ページをお開きください。令和５年度の旅客運賃収入状

況をお示ししております。前年度、３,９７４万円に対し、令和５年度は、１億

８,４５２万円となり、６,８７１万２,０００円の増収となっております。当期

は年度当初より新型コロナの影響も落ちつき、７月の全線開通効果に加え、新型

車両の導入や立野駅、高森駅の建て替え、ＪＲ肥後大津駅、直通乗り入れ、サニ

ー号トレイン運行などなどの話題が相次ぎ、これまでにないＰＲ活動と各種メデ

ィア報道等の影響もあり、観光目的の利用者は過去にないにぎわいを見せ見せて

おります。輸送人員運輸収入ともに、熊本地震以降では最高となっております。

最後に国の災害復旧補償要件であった鉄道事業再構築実施計画が認定され、鉄道

事業の上下分離方式を令和５年４月から開始しております。今後も安定した持続

可能な鉄道運営ができるよう、南阿蘇鉄道株式会社と沿線自治体、熊本県と連携

し取り組んでまいります。以上で、南阿蘇鉄道株式会社の経営状況報告を終わり

ます。 

○山室昭憲議長 報告第７号、令和５年度、南阿蘇鉄道株式会社経営状況について

の質疑はありませんか。ありませんね。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 質疑なしと認めます。これで、報告第７号については終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１０ 議案第４９号 南阿蘇村一般会計補正予算第２号について 

○山室昭憲議長 日程第１０、議案第４９号、南阿蘇村一般会計補正予算第２号に

ついての質疑に入ります。質疑ありませんか。７番、今村議員、 

〇７番今村竜喜 はい。７番今村です。補正予算の１２ページにあります商工費、

観光費になりますけども、新たに委託料で特別体験事業の実施業務委託というこ

とで３,１４０万ほど上がっております。詳しい内容の説明をお願いしたいと思

います。 

○山室昭憲議長 野口課長。 

○野口幸広企画観光課長 企画観光課の野口です。今村竜喜議員の質問にお答えし

ます。特別体験事業の委託、特別体験事業の委託業務についての説明を行います。

事業概要としましては、インバウンド観光客に向けて阿蘇のブランド牛、あか牛

を活用した上質な食体験プログラムで、国内外からの誘客を図るものであります。

そのコンテンツの企画開発を行い、商品化するものです。内容としましてはコン

テンツが４つほどあります。貸切りトロッコ列車で味わうあか牛プレミアムラン

チ、二つ目が水の生まれる里南阿蘇ならではの遊水で味わおうお茶体験、３つ目

が無形文化遺産、長野岩戸神楽の鑑賞、４つ目がエシカルでプレミアムなあか牛

ダイニングこの４つを組合せて商品化をするものであり、旅行会社に委託し、販

売もしていただくという内容になっております。以上です。 

○山室昭憲議長 今村議員。 



○７番今村竜喜 はい。大まかな事業の概要というのは今見えたような気がします

が、いずれにしましてもこの事業については国の補助金がそのまま１００％とい

うことで１０分の１０かと思っております。なかなか新しい事業でですね、完全

に業務委託ということですんで、村のほうからは言葉悪いですけども、担当が事

業を進めるんじゃなくて、委託してしまうというような形になっとるかと思って

おりますが、今言われた４点、４つのコンテンツがあるというようなことで、ト

ロッコ列車なり水源でのお茶、それから、神楽、それからダイニングと言われた

ようですけども、いずれにしましても私どもも、担当の常任委員会としてもです

ね何ら説明もまだ今受けた状態ではありませんでしたので、このような形で議案

として即に上がってくるという部分が、どうも順番としてはですね厳しいかなと

思っております。事前説明もあってもいいのではないかというふうな思いをして

おります。それから事業の目的や工程経費、それなりの効果を持ってやられると

いうことになっておりますけども、なるべくこう、こういった事業を進めるに当

たってはですね、金額の大小にもかかわらず、やはり丁寧な説明等を頂ければと

思いますし、また職員のスキルアップのためにも、何らかの形で全面的な業務委

託ではなくてどっかで少しでもかじってですね、やはりこう、一緒に業務を進め

ていくような形をとったほうが本当はいいんじゃないかと思っております。また

業務委託契約ですので、今後、契約等が出てきた場合には、議会に諮る、今のと

ころは必要ないというふうになっておるようですけども、そこらあたりについて

もですね、若干のこう、もうこの議案が通れば、実際終わるまでは、業者がやっ

てしまうだけのことであって、村の関与というのがそれだけ少なくなるのではな

いかと思っておりますので、なるべく途中経過の報告なり、出来上がったときの

効果の報告なりはしっかりと頂きたいと思っておりますので、こういったことで

ですね、事業関係につきましては、特に新規事業また補正を受けた内容で大きく

変わるものについては、良ければ執行部のほうからしっかりと御説明頂ければと

思っております。以上で説明を終わります。 

○山室昭憲議長 何かありますか。ほかに質問ありませんか。ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論を行います。

討論はありませんか。討論ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。本案に賛成の方

は挙手をお願いします。 

[全員挙手] 

○山室昭憲議長 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１１ 議案第５０号 財産の処分について 



○山室昭憲議長 日程第１１、議案第５０号、財産の処分についての質疑に入りま

す。質疑ありませんか。４番河内議員。 

○４番河内克也 はい、４番河内です。議案５０号の相手方についてお尋ねします。

東京神田神保町のアクエリアスということで、自分でも調べてみました。業種等

載ってるかなと、でも調べられませんでした。もう事業継承されているというこ

とで、不動産業なんか、ホテル業なんか、村でつかんでおられる業種についてお

尋ねします。 

○山室昭憲議長 総務課長。 

○藤本哲章総務課長 総務課長藤本です。ただいまの質問にお答えいたします。ア

クエリアスっていう、譲渡先、譲渡先の会社ですけれども、今回事業継承する上

でですね、合同会社を今年度、設立されております。その中で、不動産部門と例

えばホテル部門というふうに分けてですね、今回事業展開をされていく会社とな

っておりますので、今後もですね、ちょっと事務局のほうではリサーチをしなが

ら、会社の経営状況を見ていきたいと考えておりますので、以上報告いたします。 

〇山室昭憲議長 ほかに質疑ありませんか。ありませんですね。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 はい。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論を行

います。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。本案に賛成の方

は挙手をお願いします。 

[全員挙手] 

○山室昭憲議長 全員賛成により、本案は、原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１２ 議案第５１号 工事契約、工事請負契約の締結について 

○山室昭憲議長 日程第１２、議案第５１号、工事契約、工事請負契約の締結につ

いて、阿蘇立野ダム仮設、仮設備、仮設備ヤード拠点施設新設工事の質疑に入り

ます。質疑ありませんか。ありませんね。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論を行います。

討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 これで討論を終わります。本案に賛成の方は挙手をお願いします。 

[全員挙手] 

○山室昭憲議長 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１３ 議案第５２号工事請負契約の締結について 



○山室昭憲議長 日程第１３、議案第５２号工事請負契約の締結について南阿蘇中

学校第１屋内運動場トイレ及び照明器具、ＬＥＤ化改修工事の質疑に入ります。

質疑ありませんか。ありませんね。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論を行います。

討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。本案に賛成の方

は挙手をお願いします。 

[全員挙手] 

○山室昭憲議長 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○山室昭憲議長 お諮りします。本臨時会中、誤読によるもの及び議決の結果、そ

の条項、字句、数字等の整理、訂正に要するものにつきましては、会議規則第４

５条の規定によりまして、議長に委任を頂きたいと思いますが、これに、異議あ

りませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○山室昭憲議長 異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字等の整理訂

正は議長に委任することと決定をいたしました。以上で、本臨時会に付議されま

した案件は全て終了いたしました。これで、会議規則第８条の規定により、令和

６年第２回南阿蘇村議会臨時会を閉会いたします。一同、その場に起立をお願い

します。 

礼。 

お疲れでした。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

午前 １０時５６分 閉会 

 


